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　本稿の目的は、2007年、2009年、2011年に
行われた大阪府の中小企業のワーク・ライフ・
バランス（Work-Life Balance、以下、WLBと略す）
と男女均等化に関する調査を用いて、WLB施
策や男女均等化施策が女性の活躍とどのように
関係しているのか、また、それらの施策の実施
が売上高や総資本経常利益率などの企業業績と
どのような関係にあるのかを分析することであ
る。
　WLB施策や均等化施策に関するこれまでの
調査のほとんどは大企業を対象としたものであ
り、中小企業の調査は少ない。中小企業に焦点
を当てることには以下の意義がある。
　第１に、中小企業に勤務している労働者は
非常に多いことである。たとえば、従業員数
1000人以上の大企業に勤める労働者は全雇用
者の 20％にすぎないのに対し、従業員数 100
人未満の中小零細企業に勤める労働者が全雇用
者の 45％を占めている（「平成 22年労働力調
査」）。
　第２に、大企業と中小企業では人材育成の方
法や女性の活用方法が異なっていることであ
る。大企業では終身雇用制を前提とした長期的
な人材育成が行われているのに対し、中小企業
では人材育成にかける費用は小さく、即戦力と
なる人材の中途採用が比較的多い。また、労働
者の学歴も中小企業では低い。その反面、女性
管理職が大企業より多く、女性が比較的活躍し
やすい職場である。このように大企業とは異
なった人的資源管理制度のもとでWLB施策や
均等化施策がどのように機能しているかを分析
することは興味深いことである。

　本稿で用いたデータのうち、2007年調査に
ついては、川口・西谷（2009）が分析している。
その結果、WLBと売上高の間には相関関係が
ないが、WLBと売上高経常利益率や総資産経
常利益率との間には正の相関関係があること、
また、男女均等化と企業業績の間にはほとんど
相関関係がないことを報告している。
　本研究は、川口・西谷（2009）を以下の２
点について拡張している。第１は、サンプル
を 2007年調査から 2009年調査、2011年調査
に拡張したことである。３つの調査年は、それ
ぞれ景気状況が大きく異なっている。2007年
は 2002年から続く緩やかな景気回復期にあり、
バブル景気崩壊後としては、最も景気状況がよ
かった時期である。それに対して、2009年は
いわゆるリーマン・ショックに端を発した不況
の真只中であり、多くの企業が利益の減少に苦
しんでいた。それが 2011年になると、景気は
やや持ち直した。このように、好況期、不況期、
回復期という３つの時期のデータを含めること
で、調査時期の特殊性にとらわれない、より信
頼できる結果が得られるものと期待できる。
　もう１つは、川口・西谷（2009）では分析し
ていなかった、WLB施策や均等化施策と女性
の活躍との関係を分析していることである。こ
れによって、中小企業のWLB施策や均等化施
策の効果についての新しい知見が得られるもの
と思われる。
　実証分析の結果、以下のことが判明した。経
営者がWLBに理解のある企業ほど、そして多
くの育児支援策が利用されている企業ほど女性
の就業継続傾向が強い。また、経営者の均等化
への意識が高い企業ほど、そして多くの育児支
援施策や均等化施策を実施している企業ほど、
女性管理職割合が高い。
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　その一方で、企業のWLBや均等化の度合い
と企業業績の関係は曖昧である。女性管理職割
合と売上高の間には有意に負の相関がみられる
が、育児支援施策数やポジティブ・アクション
（Positive Action、以下 PAと略す）施策数と売
上高の間には有意に正の相関関係がみられる。
また、企業のWLBや均等化の度合いと売上高
経常利益率や総資産経常利益率との間には弱い
正の相関がみられる。
　本稿の構成は以下のとおりである。第２節で
先行研究を紹介する。第３節で実証分析に用い
たデータを、第４節で使用した変数を紹介する。
第５節で、推定結果について考察した後、第６
節で議論をまとめる。

　育児休業制度が女性の就業継続に及ぼす影
響を分析した研究には、森田・金子（1998）、
Waldfogel, Higuchi and Abe (1999)、 駿 河・ 張
（2003）などがあり、いずれも育児支援制度が
女性の就業継続確率を高める傾向があると報告
している。また、松繁・武内（2008）は、両立
支援策が女性の勤続年数を延ばし、その結果、
女性管理職割合や賃金が高まるとしている。川
口（2011）は、経営者がWLB施策に熱心な企
業ほど、女性の定着度が高く、女性の定着度が
高い企業ほど女性が活躍していることを報告し
ている。
　企業データを用いて男女均等度と企業業績の
関係を分析した研究には、佐野（2005）、児玉・
小滝・高橋（2005）、Kawaguchi (2007)、川口（2008）
などがある。それらの研究は、男女均等化が進
んでいる企業で、やや企業業績が高い傾向があ
ることを示唆しているが、それは明確なもの
ではなく、用いるデータベースや、男女均等化
や企業業績として採用される指標や、分析方法
（OLSか固定効果モデルか）によって結果が異
なる。
　また、WLBが企業業績に及ぼす影響を分析
したものとして、阿部・黒澤（2006）がある。
彼らは、育児支援制度が売上高と経常利益に及
ぼす影響を分析した結果、育児休業制度や育児
のための短時間勤務制度が充実している企業
は、長期的には売上高や経常利益を上昇させる

ことを発見している。
　さらに、均等化とWLBが企業業績に及ぼす
影響を分析したものに、脇坂（2006a、2006b、
2007、2008）がある。脇坂は、企業の雇用制
度や男女別勤続年数などの就業実態などから、
均等化とファミリー・フレンドリー（Family 
Friendly：「家族に優しい」企業という意味）の
指標を作成し、それぞれの指標と企業業績の関
係を分析した結果、均等度もファミリー・フレ
ンドリー度も高い企業で経常利益が高い傾向が
あることを発見している。
　大半の研究は大企業に対象を絞って研究し
ているが、山本・松浦（2011）は、中小企業
も含むパネルデータを用いて、WLB施策と企
業の生産性の関係を分析している。その結果、
WLBと生産性には正の相関関係がみられるが、
WLBが生産性を高めるという因果関係はみら
れなかったと結論している。ただし、従業員
300人以上の中堅大企業、製造業の企業、労働
の固定費用が大きい企業、均等化施策をとって
いる企業では、WLBを導入することで生産性
が上昇する可能性があるとしている。
　これまでの研究は、WLBや均等度と企業業
績の間にはやや正の相関関係があることを示唆
しているが、それは決して強いものではない。
また、因果関係についての厳密な分析は難しく、
WLBや男女均等化が企業業績を改善するか否
かについては、断定できない。

　本稿で用いたデータベースは、以下の 3つの
データベースを合わせたものである。

１）「育児支援と企業経営に関わる調査」
　調査主体： 育児支援と企業経営に関する研究

会（代表：川口章）
　調査時期：2007年 8月 30日から 9月 28日
　調査対象： 大阪商工会議所加盟企業のうち、

従業員数 30人以上、1000人未満
の企業

　　　　　　3500社
　回答企業数：428社
　回収率：12.2%
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２）「育児支援と企業経営に関わる調査」
　調査主体： 育児支援と企業経営に関する研究

会（代表：川口章）
　調査時期：2009年 9月 6日から 11月 6日
　調査対象： 大阪商工会議所加盟企業のうち、

従業員数 30人以上の企業
　　　　　　3166社
　回答企業数：407社
　回収率：12.9%

３）「育児支援と企業経営に関わる調査」
　実施主体： ワーク・ライフ・バランスと企業

経営に関する研究会（代表：川口
章）

　実施時期： 2011年 11月 21日から 2012年 1
月 4日

　調査対象： 大阪商工会議所加盟企業のうち、
従業員 5人以上、300人未満の企
業

　　　　　　6267社

　回答企業数：707社
　回収率：11.3%

　なお、分析には従業員数 300人未満の企業の
みを抽出した。いずれの年の調査も大阪商工会
議所加盟企業を対象としているため、同一企業
が複数年にわたって回答している場合がある
が、そのような企業の数は多くないため、本デー
タベースをパネルデータとして用いるには無理
がある。

観測数 平均 標準偏差 最小 最大
企業業績
　　売上高（対数値） 1125 6.387 1.709 0.015 10.136 
　　売上高経常利益率 1036 0.035 0.046 -0.122 0.246 
　　総資産経常利益率 930 0.065 0.104 -0.254 0.650 
女性の定着度
　　女性勤続年数 1154 8.995 5.687 0.6 40
　　男性勤続年数 1252 12.702 6.707 0.5 45
　　女性離職タイミング 1241 3.226 1.568 1 6
男女均等度
　　女性正社員割合 1369 0.261 0.189 0 1
　　女性管理職存在ダミー 1295 0.416 0.493 0 1
　　女性管理職割合 1195 0.101 0.185 0 1
WLB指標
　　育児休業制度あり 1538 0.703 0.457 0 1
　　育児支援制度数 1478 3.616 2.850 0 8
　　利用された出産・育児支援制度数 1327 1.467 2.122 0 8
　　次世代法行動計画策定 1538 0.135 0.342 0 1
　　有給休暇取得率 1252 0.370 0.247 0 1
　　有給休暇取得促進施策数 1517 0.885 1.091 0 6
　　労働時間適正化施策数 1522 2.190 1.702 0 11

注：１）売上高、売上高経常利益率、総資経常産利益率は金融・保険業のデータを含まない。
　　２） 売上高、売上高経常利益率、総資経常産利益率については、異常値を排除するため、平均値との乖離が大きいサンプル（全体の５%）

を削除している。
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観測数 平均 標準偏差 最小 最大
経営トップのWLB志向
　　トップの方針：WLB施策スコア 1453 9.511 3.604 3 15
　　トップの方針：両立支援策の周知 1463 3.409 1.371 1 5
　　トップの方針：育児休業の積極的取得 1456 2.865 1.283 1 5
　　トップの方針：両立支援の協力要請 1462 3.244 1.304 1 5
均等化施策
　　ポジティブ・アクション施策数 1422 1.534 1.555 0 7
経営トップの均等化志向
　　トップの方針：均等化施策スコア 1453 19.745 4.817 5 25
　　トップの方針：男女にかかわりなく採用 1483 3.905 1.277 1 5
　　トップの方針：男女にかかわりなく人材育成 1478 4.240 1.092 1 5
　　トップの方針：男女にかかわりなく創造性の高い仕事 1474 4.011 1.150 1 5
　　トップの方針：男女にかかわりなく同一基準で査定 1473 4.105 1.159 1 5
　　トップの方針：セクハラなどの対応策の周知 1468 3.493 1.309 1 5
第 11回改訂に基づく産業ダミー（2007年）
　　建設業 1538 0.046 0.210 0 1
　　製造業 1538 0.163 0.369 0 1
　　電気・ガス・熱供給・水道業 1538 0.003 0.051 0 1
　　卸売業 1538 0.107 0.309 0 1
　　小売業 1538 0.031 0.174 0 1
　　飲食店 1538 0.006 0.076 0 1
　　運輸業 1538 0.018 0.131 0 1
　　通信業 1538 0.003 0.051 0 1
　　金融・保険業 1538 0.010 0.098 0 1
　　不動産業 1538 0.008 0.092 0 1
　　医療・福祉 1538 0.004 0.062 0 1
　　教育・学習支援業 1538 0.005 0.067 0 1
　　総合サービス事業 1538 0.008 0.088 0 1
　　その他のサービス業 1538 0.109 0.312 0 1
第 12回改訂に基づく産業ダミー（2009年、2011年）
　　建設業 1538 0.046 0.210 0 1
　　製造業 1538 0.114 0.318 0 1
　　電気・ガス・熱供給・水道業 1538 0.001 0.025 0 1
　　情報通信業 1538 0.027 0.163 0 1
　　運輸・郵便業 1538 0.012 0.110 0 1
　　卸売・小売業 1538 0.120 0.325 0 1
　　金融・保険業 1538 0.003 0.057 0 1
　　不動産・物品賃貸業 1538 0.012 0.108 0 1
　　学術研究、専門・技術サービス業 1538 0.018 0.134 0 1
　　宿泊・飲食サービス業 1538 0.009 0.095 0 1
　　生活関連サービス・娯楽業 1538 0.003 0.057 0 1
　　教育・学習支援業 1538 0.006 0.076 0 1
　　医療・福祉 1538 0.007 0.080 0 1
　　総合サービス事業 1538 0.002 0.044 0 1
　　その他のサービス業 1538 0.057 0.232 0 1
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　本節では、分析に用いたモデルの変数につい
て叙述する。なお、ここで紹介する諸変数の記
述統計量は表１にまとめられている。

　企業の業績として、以下の３つの指標を用い
る。

○売上高（対数値）
○売上高経常利益率＝経常利益／売上高
○総資産経常利益率＝経常利益／総資産

　売上高、経常利益、総資産の３つの財務指標
は、質問票への回答から得られる。ただし、サ
ンプルの一部を分析対象から除いている。１つ
は、金融・保険業である。これは金融・保険業
における財務指標の定義が他の産業と異なるた
めである。もう１つは、異常値と考えられるデー
タを削除している。平均値から上または下への
乖離が大きいサンプルを除き、全体の 95%程
度に絞っている。異常値の原因としては、記入
ミスや特異な要因による業績の上下が考えられ
る。異常値を含めると、それらが推定結果を大
きく左右し、全体的な傾向を見失う恐れがある。

　企業への女性の定着度を捉える指標として、
以下の２つを用いる。

○女性の勤続年数
○女性が退職するタイミング

　表１によると、「女性の勤続年数」の平均値

は 9.0年であり、男性の平均値 12.7年より 4年
近く短い。
　「女性が退職するタイミング」は以下のよう
にして作成した。質問票には、女性正社員が退
職する場合、結婚や出産など人生のどのような
段階での退職がパターンとして最も多いかを尋
ねている。「結婚とかかわりなく未婚時に退職
する」を１点、「結婚を契機に退職する」を２点、
「結婚後、妊娠や出産より前に退職する」を３点、
「妊娠や出産を契機に退職する」を４点、「出産
後、１～２年のうちに退職する」を５点、「子
どもの小学校入学を契機に退職する」または「子
どもが小学校入学後も継続就業する」を６点と
する変数である。つまり、「女性が退職するタ
イミング」は、点数が高いほど退職時期が遅い
ので、高得点であれば女性が活躍しているとい
える。

　均等度を捉える変数として、以下の３つを用
いる。

○女性正社員割合
○女性管理職存在ダミー
○女性管理職割合

　表１によると、「女性正社員割合」は 26.1%
にすぎない。つまり正社員の４人に３人が男性
であることを意味する。これは、女性の就業率
が男性より低いことに加えて、女性の多くは非
正規労働者として就業していることによる。
　「女性管理職存在ダミー」は、女性の部課長
が存在している場合には１をとるダミー変数で
あり、「女性管理職割合」は全部課長における
女性部課長の割合である。表１によると、女性

観測数 平均 標準偏差 最小 最大
調査年ダミー 　
　　2007年ダミー 1538 0.278 0.448 0 1
　　2009年ダミー 1538 0.265 0.441 0 1
　　2011年ダミー 1538 0.457 0.498 0 1
その他のコントロール変数
　　正社員の対数値 1369 3.666 1.486 0 11.158 
　　管理職数の対数値 1195 2.177 1.379 0 9.360 
　　労働組合ダミー 1538 0.157 0.364 0 1
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管理職が存在する企業は 41.6%、女性管理職の
割合は 10.1%にすぎない。

　次に、企業がWLB施策にどの程度熱心に取
り組んでいるのかを捉える指標として、７つの
変数を作成する。

○育児休業制度の有無
○育児支援制度数
○利用された育児支援制度数
○ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
策定
○年次有給取得率
○年次有給取得促進施策数
○労働時間適正化施策数

　育児支援制度にかかわる変数として「育児休
業制度の有無」、「育児支援制度数」、「利用され
た育児支援制度数」の３つを用いる。表１によ
ると、70.3%の企業で明文化された育児支援制
度が存在している。
　「育児支援制度数」とは、以下の 13制度のう
ち、明文化されている制度の数であり、「利用
された育児支援制度数」とは、13制度のうち、
過去３年間に利用者があった制度の数である。
　　 1．育児休業制度
　　 2．子育て中の短時間勤務制度
　　 3．子育て中のフレックス制度 
　　 4． 子育て中の始業・終業時刻の繰り上げ・

繰り下げ
　　 5．子育て中、所定外労働を免除する制度
　　 6．事業所内託児施設の運営
　　 7．子育てサービス費用の援助措置等
　　 8．育児休業後の職場復帰支援
　　 9．妻が出産したときの男性の休暇制度
　　10．子どもの看護休暇
　　11．子育て中の転勤免除
　　12． 育児等で退職した者に対する優先的な

再雇用制度
　　13．子育て中の在宅勤務制度
　表１によると、平均で 3.6個の制度が導入さ
れている。また、３年以内に利用者があった制
度は、1.5個である。
　「次世代法行動計画策定」は、次世代育成支
援対策推進法に基づく行動計画を策定している

場合に１をとるダミー変数である。次世代育成
支援対策推進法は、2009年 4月 1日以降、301
人以上の労働者を雇用する事業主に対して、行
動計画の策定、都道府県への届出、公表、従業
員への周知を義務付け、2011年にはその範囲
を 101人以上の労働者を雇用する事業主にまで
広げた。表１によれば 13.5%の企業が行動計
画を策定している。
　「年次有給取得率」は、与えられた有給休暇
のうち、どの程度実際に取得されているかを示
したものである。また、「年次有給取得促進施
策数」は、下記の６個の施策のうち、実施され
ている施策の数である。平均値が 0.9と低く、
実施されている施策数は非常に少ない。
　　1．連続取得の奨励
　　2．一斉年休の導入
　　3．個人別年休の計画取得方針の導入
　　4．仕事量、仕事の進め方の見直し
　　5．要員の見直し、代替要員の確保
　　6． 年休取得によって人事考課が不利にな

らないルールの徹底
　「労働時間適正化施策数」は、下記の 11個の
施策のうち、実施されている数である。平均 2.2
個の施策が実施されている。
　　 1． チェックシステムの導入（タイムカー

ド、パソコンの立ち上げ時の出退勤管
理等）

　　 2． 残業は管理職の事前指示に基づくよう
ルール化

　　 3．定時退社日の設定（ノー残業デーなど）
　　 4．残業点検のための定期的な職場巡回
　　 5． 裁量労働やフレックスタイムの適用者

を増やす
　　 6．代休取得の励行
　　 7．仕事量、仕事の進め方の見直し
　　 8．長時間残業者の特別健康診断
　　 9．労働時間管理の適正化の周知・啓発
　　10． 時間外労働（休日出勤を含む）に関す

る社内調査、実態把握
　　11． 労使協議等での労働時間管理協定を締

結

　経営トップのWLB志向を捉える指標として、
４つの変数を作成する。
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○トップの方針：WLBスコア 
○トップの方針：両立支援の周知
○トップの方針：育児休業の積極的取得
○トップの方針：両立支援の協力要請

　「トップの方針：両立支援の周知」、「トップ
の方針：育児休業の積極的取得」、「トップの方
針：両立支援の協力要請」は、それぞれ下記の
項目 a、b、cについて、「当てはまる」、「やや
当てはまる」、「どちらとも言えない」、「あまり
当てはまらない」、「当てはまらない」の５段階
で評価し、それぞれの回答に対し５、４、３、
２、１点を付与したものである。また、それら
３つの変数を合計したものが「トップの方針：
WLBスコア」である。表１から見てとれるよ
うに、「両立支援の周知」や「育児支援の協力
要請」に比して、「育児休業の積極的取得」は
やや点数が低い。
　　a． 自社の育児休業制度などの仕事と家庭

の両立支援を従業員に周知させている
　　b． 従業員に育児休業を積極的に取得する

ように勧めている
　　c． 従業員が仕事と育児を両立できるよう、

職場（上司や同僚）が協力することを
もとめている

　均等化施策として、PA施策数を用いる。

○ PA施策数

　これは下記の 10個の PA施策のうち、実施
されている施策の数である。
　　 1． PAに関する専任の部署の設置、ある

いは担当者の任命（推進体制の整備）
　　 2． 女子の活躍にとって障害となっている

制度や慣行の調査・分析
　　 3． 女性の能力発揮のための計画の策定
　　 4． 女性の積極的な採用、基幹職種や管理

職への登用
　　 5． 女性の少ない職場に女性が従事するた

めの積極的な教育訓練
　　 6． 女性専用の相談窓口
　　 7．セクハラ防止のための規定の策定
　　 8． 法律を上回る仕事と家庭の両立支援を

整備

　　 9． 女性の能力発揮促進の必要性について、
従業員に対する啓発

　　10． 職場環境・風土の改善
　なお、2011年のデータでは質問項目がそれ
以前と若干異なるため、一部の質問がない。そ
のため、2011年のデータは０から６までの値
をとる変数となっている。

　経営トップの均等化志向を捉える変数とし
て、以下の６つを用いる。

○トップの方針：均等化施策スコア
○トップの方針：男女にかかわりなく採用
○トップの方針：男女にかかわりなく人材育成
○トップの方針： 男女にかかわりなく創造性の

高い仕事
○トップの方針： 男女にかかわりなく同一基準

で査定
○トップの方針：セクハラなどの対応策の周知

　「トップの方針：均等化施策スコア」以外の
５つの変数、すなわち「トップの方針：男女に
かかわりなく採用」、「トップの方針：男女にか
かわりなく人材育成」、「トップの方針：男女に
かかわりなく創造性の高い仕事」、「トップの方
針：男女にかかわりなく同一基準で査定」そし
て「トップの方針：セクハラなどの対応策の周
知」は、それぞれ以下の a、b、c、d、eの質問
に対し「当てはまる」、「やや当てはまる」、「ど
ちらとも言えない」、「あまり当てはまらない」、
「当てはまらない」の５段階で評価し、それぞ
れの回答に５、４、３、２、１点を付与したも
のである。また、それら５つの変数を合計した
値が「トップの方針：均等化施策スコア」であ
る。したがって、これら６つの変数は、いずれ
もその値が大きいほど経営トップの均等化志向
が強いことを意味する。

　　a．男女にかかわりなく採用する
　　b．男女にかかわりなく人材を育成する
　　c． 男女にかかわりなく創造性の高い仕事

をさせる
　　d． 男女にかかわりなく同一基準で査定を

行う
　　e． セクハラやいじめなど、従業員が被害
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を受けた場合の対応策を周知させてい
る

　平均値でみると、「トップの方針：均等化施
策スコア」が 19.7点、スコアを構成する５つ
の変数がそれぞれ順に 3.9点、4.2点、4.0点、4.1
点、3.5点であり、どれも比較的高い数値とい
えよう。多くの経営者は、どの質問に対しても
否定的な回答である「あまり当てはまらない」
や「当てはまらない」を選択していないことが
わかる。しかし、先にみた「女性正社員割合」
と「管理職に占める女性比率」の値が低いこと
を鑑みると、経営者の態度と経営の実態に乖離
が存在する。

　上述した変数のほかにコントロール変数とし
て、「産業ダミー」、「調査年ダミー」、「正社員
数の対数値」、「労働組合ダミー」を全ての推定
に用いる。
　「産業ダミー」は、日本標準産業分類に基づ
いて作成するが、2007年に第 12回改訂が行わ
れたため、それ以前と以降で産業分類が異なる。
したがって、本稿には２種類の産業分類を用い
ることとなる。つまり、2007年調査で得たデー
タは第 11回改訂に基づく分類、2009年と 2011
年調査のものは第 12回改訂の分類に従うこと
とする。

　「調査年ダミー」は、サンプルの調査年次
を捉えるものである。表１に記載している通
り、2007年ダミーは 27.8%、2009年ダミーは
26.5%となっており、全体の観測数 1538のう
ち 45.7%が 2011年のものである。本データ
特徴として 2011年調査のものが多いことを断
わっておく。
　また、労働組合が組織されている企業は全体
の 15.7%である。

　推定結果は表２から６にまとめている。すべ
てのモデルは、「正社員数の対数値」、「労働組
合ダミー」、「産業ダミー」、「調査年ダミー」を
説明変数に含んでいるが、それらの変数の係数
は掲載していない。

　表２は、WLB施策、均等化施策と女性の就
業継続の関係を推定した結果をまとめている。
モデル（１）から（４）は「女性勤続年数」を、
モデル（５）から（８）は「女性退職タイミン
グ」を被説明変数としている。モデル（１）、
（２）、（５）、（６）より明らかなように、「経営

被説明変数＝女性勤続年数（OLS）
（１） （２） （３） （４）

経営者のWLB志向 0.111 ** 0.129 ** ― ―
(0.045) (0.05)

経営者の均等化志向 ― -0.020 ― ―
(0.038)

利用実績のある育児支援施策数 ― ― -0.014 -0.017
(0.08) (0.082)

実施している PA施策数 ― ― ― 0.035
(0.109)

男性勤続年数 0.456 *** ― 0.457 *** 0.455 ***
(0.025) (0.025) (0.026)

R2 0.3022 0.3033 0.3122 0.317
観測数 1075 1067 987 949

注：１）すべてのモデルは、説明変数に正社員数の対数値、産業ダミー、労働組合ダミー、調査年ダミーを含む。
　　２）WLBはワーク・ライフ・バランスの、PAはポジティブ・アクションの略である。
　　３）括弧の中の数字は、標準誤差である。
　　４）*は 10%水準で、**は 5％水準で、***は 1％水準で有意であることを示している。
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者のWLB志向」が女性の就業継続に少なくと
も５%水準で有意に正である。経営者がWLB
に理解のある企業ほど、女性の就業継続確率が
高いといえる。「利用実績のある育児支援施策
数」の係数も「女性退職タイミング」を被説明
変数にもつモデルに関しては１%水準で有意
に正である。以上より、WLB施策に熱心な企
業ほど女性従業員の定着度は高いといえる。

　表３は、WLB施策、均等化施策と女性管理
職割合の関係の推定結果をまとめたものであ
る。女性管理職がまったく存在しない企業が全
体の 58.4%とかなり多かったため、推定を２
段階で行っている。つまり、それまで女性管理
職がまったくいなかった企業に最初の女性管理
職が誕生するのは、すでに女性管理職がいる企
業においてもう１人女性管理職が増えるよりも
ハードルが高い可能性を考慮して推定を行う。
第１段階では、「女性管理職存在ダミー」を被
説明変数としてプロビットで推定する。そして、
第２段階では、女性管理職が存在する企業のみ
をサンプルとし、「女性の管理職割合」を被説
明変数として OLSで推定している。なお、第
１段階には「管理職数の対数値」を、第２段階
では逆ミルズ比を説明変数に加えている。
　推定結果によると、「女性の勤続年数」の係

数は、モデル（３）の第２段階を除き１%水
準で有意に正である。女性の勤続年数が長いほ
ど女性管理職の割合が高い傾向にあるといえ
る。ただし、女性の退職タイミングの係数は、
いずれのモデルでも有意ではない。
　また、「経営者のWLB志向」の係数は、い
ずれのモデルでも正の符号であるが、モデル
（２）の第１段階を除いて 10%水準で有意では
ない。それに対し、「経営者の均等化志向」は、
いずれのモデルでも１%水準で有意である。
　さらに、「利用実績のある育児支援施策数」
の係数は、全てのモデルにおいて１%水準で
有意に正となっている。さらに、「実施してい
る PA施策数」の係数は全てのモデルで、少な
くとも 10%で有意に正である。
　以上の推定結果は、経営者の均等化志向が強
く、育児支援施策や PA施策を熱心に実施して
いる企業で女性管理職が育っている可能性を示
唆している。

　表４は、WLB、均等化と売上高との関係を
推定した結果をまとめている。ここでは、表２、
３と異なり、１つの行が１つのモデルを表わし
ている。「育児休業制度あり」、「育児休業制度
数」、「労働時間適正化施策数」、「PA施策数」、
「トップの方針：セクハラなどの対応策の周知」
の５つの変数は、売上高と少なくとも５%水

被説明変数＝女性退職タイミング（順序プロビット）
（５） （６） （７） （８）

経営者のWLB志向 0.057 *** 0.058 *** ― ―
(0.01) (0.012)

経営者の均等化志向 ― 0.000 ― ―
(0.009)

利用実績のある育児支援施策数 ― ― 0.118 *** 0.121 ***
(0.018) (0.019)

実施している PA施策数 ― ― ― 0.024
(0.025)

男性勤続年数 0.017 *** 0.016 *** 0.009 0.009
(0.006) (0.006) (0.006) (0.006)

PseudoR2 0.0353 0.0351 0.0419 0.0438
観測数 983 974 907 881
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第１段階：被説明変数＝女性管理職存在ダミー（プロビット）
（１） （２） （３） （４）

女性勤続年数 0.051 *** ― 0.055 *** ―
(0.01) (0.011)

女性退職タイミング ― 0.027 ― -0.003 
(0.033) (0.035)

男性勤続年数 -0.029 *** -0.013 -0.029 *** -0.014 
(0.009) (0.008) (0.01) (0.009)

経営者のWLB志向 0.0192 0.031 * ― ―
(0.016) (0.017)

経営者の均等化志向 0.042 *** 0.038 *** ― ―
(0.012) (0.012)

利用実績のある育児支援施策数 ― ― 0.110 *** 0.110 ***
(0.026) (0.027)

実施している PA施策数 ― ― 0.063 * 0.062 *
(0.035) (0.035)

管理職数の対数値 0.7683 *** 0.710 *** 0.705 *** 0.710 ***
(0.089) (0.093) (0.094) (0.099)

Pseudo R2 0.1947 0.1732 0.2063 0.1907
観測数 947 864 839 778

第２段階：被説明変数＝女性管理職割合（OLS）
女性勤続年数 0.010 *** ― 0.003 ―

(0.003) (0.003)
女性退職タイミング ― 0.006 ― 0.000 

(0.005) (0.005)
男性勤続年数 -0.009 *** -0.004 *** -0.003 -0.002

(0.002) (0.002) (0.002) (0.001)
経営者のWLB志向 0.0012 0.0036 ― ―

(0.003) (0.003)
経営者の均等化志向 0.012 *** 0.012 *** ― ―

(0.002) (0.002)
利用実績のある育児支援施策数 ― ― 0.009 *** 0.020 ***

(0.003) (0.004)
実施している PA施策数 ― ― 0.011 ** 0.013 ***

(0.005) (0.005)
逆ミルズ比 0.3472 *** 0.3214 *** 0.2005 *** 0.1614 ***

(0.068) (0.066) (0.065) (0.041)
R 2 0.5597 0.558 0.5173 0.5498
観測数 429 392 343 352

注：１）管理職とは課長相当職と部長相当職を意味する。
　　２）すべてのモデルは、説明変数に正社員数の対数値、産業ダミー、労働組合ダミー、調査年ダミーを含む。
　　３）WLBはワーク・ライフ・バランスの、PAはポジティブ・アクションの略である。
　　４）括弧の中の数字は、標準誤差である。
　　５）*は 10%水準で、**は 5％水準で、***は 1％水準で有意であることを示している。
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準で有意に正の相関がある。しかし逆に、「有
給休暇取得率」、「女性管理職割合」、「トップの
方針：男女にかかわりなく人材育成」の３つの
変数は、売上高と少なくとも５%水準で有意
に負の相関がある。このように、WLBや均等
化と売上高との関係は曖昧である。
　これは、大企業を対象とした川口（2008）の
結果とも整合的である。それによると、「セク
ハラなどの対応策の周知」は売上高と正の相関
関係があるが、その他の均等化に関する変数は
売上高と相関がないか、負の相関がある。
　表 5は、WLB、均等化と売上高経常利益率
との関係を推定した結果である。「育児休業あ
り」を除くすべての変数の係数が正であるが、
５%水準で有意なのは「有給休暇取得率」と
「有給休暇取得促進施策数」の２つだけである。
均等化に関する変数では、５%水準で有意な

係数をもつものはない。WLB、均等化と売上
高経常利益率の間には、弱い正の相関関係があ
るといえる。これも、大企業を対象とした川口
（2008）の結果と大きく異ならない。川口は均
等化と売上高経常利益率の間に正で有意な相関
関係を報告している。
　表 6は、WLB、均等化と総資産経常利益率
の関係を推定した結果である。正の係数が多
いが、少なくとも５%水準で有意であるのは、
「有給休暇取得促進施策数」と「トップの方針：
育児休業の積極的取得」の２つである。WLB、
均等化と総資産経常利益率の間には、弱い正の
相関関係があるといえる。
　以上から、WLBや均等化と売上高との関係
は曖昧であり、WLBや均等化と利益率との関
係は弱い正であるといえる。

説明変数 係数 標準誤差 R2 観測数
WLB関連変数
　　育児休業制度あり 0.185 0.083 ** 0.698 817
　　育児支援制度数 0.034 0.013 *** 0.704 790
　　利用された出産・育児支援制度数 0.029 0.018 0.702 717
　　行動計画策定 0.181 0.119 0.697 817
　　有給休暇取得率 -0.304 0.141 ** 0.720 718
　　有給休暇取得促進施策数 0.017 0.030 0.699 811
　　労働時間適正化施策数 0.053 0.023 ** 0.699 813
　　トップの方針：WLB施策スコア 0.011 0.010 0.700 790
　　トップの方針：両立支援策の周知 0.036 0.026 0.700 795
　　トップの方針：育児休業の積極的取得 0.024 0.027 0.700 791
　　トップの方針：両立支援の協力要請 0.023 0.027 0.701 796
均等化関連変数
　　女性正社員割合 -0.353 0.200 * 0.698 812
　　女性管理職割合 -0.602 0.194 *** 0.703 738
　　ポジティブ・アクション施策数 0.047 0.024 ** 0.701 772
　　トップの方針：均等化施策スコア -0.009 0.007 0.699 795
　　トップの方針：男女にかかわりなく採用 -0.038 0.027 0.699 804
　　トップの方針：男女にかかわりなく人材育成 -0.064 0.031 ** 0.701 804
　　トップの方針：男女にかかわりなく創造性の高い仕事 -0.057 0.030 * 0.701 803
　　トップの方針：男女にかかわりなく同一基準で査定 -0.051 0.030 * 0.698 801
　　トップの方針：セクハラなどの対応策の周知 0.052 0.026 ** 0.700 800

注：１）１つの行が１つの独立したモデルの推定結果である。
　　２）被説明変数は、売上高（対数値）である。
　　３）すべてのモデルは、説明変数に正社員数の対数値、産業ダミー、労働組合ダミー、調査年ダミーを含む。
　　４）WLBはワーク・ライフ・バランスの略である。
　　５）括弧の中の数字は、標準誤差である。
　　６）*は 10%水準で、**は 5％水準で、***は 1％水準で有意であることを示している。
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　本講の目的は、2007年、2009年、2011年に
行われた大阪府の中小企業のWLBと男女均等
化に関する調査を用いて、WLB施策や男女均
等化施策が女性の活躍とどのように関係してい
るのか、また、それらの施策の実施が売上高や
総資本経常利益率などの企業業績とどのような
関係にあるのかを分析することであった。
　実証分析の結果、以下のことが判明した。経
営者がWLBに理解のある企業ほど、そして多
くの育児支援策が利用されている企業ほど女性
の就業継続傾向が強い。また、経営者の均等化
への意識が高い企業ほど、そして多くの育児支
援施策や均等化施策を実施している企業ほど、
女性管理職割合が高かった。
　その一方で、企業のWLBや均等化の度合い

と企業業績の関係は曖昧である。女性管理職割
合と売上高の間には有意に負の相関がみられる
が、育児支援施策数や PA施策数と売上高の間
には有意に正の相関関係がみられた。また、企
業のWLBや均等化の度合いと売上高経常利益
率や総資産経常利益率との間には弱い正の相関
がみられた。
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説明変数 係数 標準誤差 R2 観測数
WLB関連変数
　　育児休業制度あり -0.008 0.004 * 0.104 736
　　育児支援制度数 0.000 0.001 0.104 714
　　利用された出産・育児支援制度数 0.001 0.001 0.105 653
　　行動計画策定 0.005 0.006 0.101 736
　　有給休暇取得率 0.015 0.008 ** 0.127 654
　　有給休暇取得促進施策数 0.004 0.002 ** 0.112 731
　　労働時間適正化施策数 0.000 0.001 0.101 733
　　トップの方針：WLB施策スコア 0.000 0.001 0.102 714
　　トップの方針：両立支援策の周知 0.000 0.001 0.102 718
　　トップの方針：育児休業の積極的取得 0.002 0.001 0.103 715
　　トップの方針：両立支援の協力要請 0.001 0.001 0.100 719
均等化関連変数
　　女性正社員割合 0.012 0.010 0.108 732
　　女性管理職割合 0.011 0.011 0.100 668
　　ポジティブ・アクション施策数 0.002 0.001 0.103 698
　　トップの方針：均等化施策スコア 0.0004 0.0004 0.104 717
　　トップの方針：男女にかかわりなく採用 0.000 0.001 0.102 726
　　トップの方針：男女にかかわりなく人材育成 0.001 0.002 0.104 727
　　トップの方針：男女にかかわりなく創造性の高い仕事 0.002 0.002 0.106 725
　　トップの方針：男女にかかわりなく同一基準で査定 0.001 0.002 0.103 723
　　トップの方針：セクハラなどの対応策の周知 0.002 0.001 * 0.105 723

注：１）１つの行が１つの独立したモデルの推定結果である。
　　２）被説明変数は、売上高経常利益率である。
　　３）すべてのモデルは、説明変数に正社員数の対数値、産業ダミー、労働組合ダミー、調査年ダミーを含む。
　　４）WLBはワーク・ライフ・バランスの略である。
　　５）括弧の中の数字は、標準誤差である。
　　６）*は 10%水準で、**は 5％水準で、***は 1％水準で有意であることを示している。
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説明変数 係数 標準誤差 R2 観測数
WLB関連変数
　　育児休業制度あり -0.014 0.011 0.079 674
　　育児支援制度数 -0.002 0.002 0.086 653
　　利用された出産・育児支援制度数 -0.001 0.002 0.092 592
　　行動計画策定 -0.002 0.015 0.077 674
　　有給休暇取得率 2.560 1.892 0.083 602
　　有給休暇取得促進施策数 0.010 0.004 *** 0.088 669
　　労働時間適正化施策数 0.000 0.003 0.079 671
　　トップの方針：WLB施策スコア 0.002 0.001 0.081 654
　　トップの方針：両立支援策の周知 0.002 0.003 0.079 657
　　トップの方針：育児休業の積極的取得 0.007 0.003 ** 0.086 655
　　トップの方針：両立支援の協力要請 0.004 0.003 0.081 659
均等化関連変数
　　女性正社員割合 0.011 0.025 0.077 670
　　女性管理職割合 0.032 0.025 0.076 615
　　ポジティブ・アクション施策数 0.003 0.003 0.086 638
　　トップの方針：均等化施策スコア 0.001 0.001 0.082 656
　　トップの方針：男女にかかわりなく採用 -0.002 0.003 0.079 665
　　トップの方針：男女にかかわりなく人材育成 0.003 0.004 0.079 666
　　トップの方針：男女にかかわりなく創造性の高い仕事 0.005 0.004 0.081 664
　　トップの方針：男女にかかわりなく同一基準で査定 0.003 0.004 0.078 663
　　トップの方針：セクハラなどの対応策の周知 0.007 0.003 * 0.086 662

注：１）１つの行が１つの独立したモデルの推定結果である。
　　２）被説明変数は、総資産経常利益率である。
　　３）すべてのモデルは、説明変数に正社員数の対数値、産業ダミー、労働組合ダミー、調査年ダミーを含む。
　　４）WLBはワーク・ライフ・バランスの略である。
　　５）括弧の中の数字は、標準誤差である。
　　６）*は 10%水準で、**は 5％水準で、***は 1％水準で有意であることを示している。
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